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1. はじめに

　災害危険区域とは，建築基準法第 39 条で以下の通り定められている区域

である。

　　・　地方公共団体は，条例で，津波，高潮，出水等による危険の著しい

区域を災害危険区域として指定することができる。（第 1項）

　　・　災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その

他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは，前項の条

例で定める。（第 2項）

　本条は，1950 年の建築基準法制定時に新たに加えられたものである。

　この指定は，А津波のおそれがある区域，海岸近傍の低地等で高潮，出水

のおそれのある区域，洪水・溢水等が常襲する河川流域等の区域で，当該災

論　説

　災害危険区域指定に関する都市計画的観点からの一考察

姥　浦　道　生

(365)
(法学 2022) 85Ё4Ё19



害の防除そのものに膨大な投資を要し，当該区域を包括する地域経済的な負

担限度をはるかに超えるような場合に，行われるものБとされる（逐条解

説）。リスク概念をハザード（Hazard）と暴露量（Exposure）と脆弱性（Vul-

nerability）の関数として捉える観点からは，本規定は一定の用途の建築を

А禁止Бすることで根本的に暴露量を減らすため，または構造等のА制限Б

を加えることで脆弱性を低下させるための方策として捉えることができる。

　本稿では，このような災害危険区域の指定実態について触れたうえで，そ

の都市計画的観点からの（法律問題にも多少絡む）論点について，いくつか述

べていく。

2. 災害危険区域の指定とその後の土地利用の状況

（1）東日本大震災前の災害危険区域の指定実態

　1950 年の建築基準法制定時の経緯は児玉他（2013）に詳しいが，それを要

約すると，立法時はА自治体が身近な共同体としてБ災害危険А区域を指定

し，指定による被害軽減や指定しないことによる被害増大の利益・不利益の

もと，地域特性に応じた柔軟な指定が期待された。Бしかし，その後А地方

の災害復旧に対して国家財政から支援が行われるようになる等，災害危険区

域指定動機の鍵であったА自治体の自力復旧Бという前提Бが崩され，指定

しないことによるデメリットが軽減されたこと，またА土地利用が進行する

前の事前規制的な意味Бにとどまり，市街地改変・移転のための独自のА財

源措置ももたなかったБことから，А事後的な対応Б手段として運用される

ことになった。

　その結果として，出水，津浪，高潮に対応する旨の記載のある市町村条例

数は，2013 年時点で 37 事例しかなく（児玉他（2013）），後述する東日本大震

災被災自治体がこのうち 25 事例を占める。被災自治体の一つである南三陸

町は被災前から条例を有していたため，被災前から条例を有していた市町村
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は 13 自治体（以下）であった計算になる。

　このように，水害をはじめとした自然災害リスクを多く抱える我が国の状

況に比して，この災害危険区域制度は，積極的に指定されてきたとはいいが

たい状況であった。

（2）東日本大震災後の災害危険区域の指定実態

　一方，東日本大震災後の被災地においては，それが復興の中心的事業の一

つである防災集団移転促進事業の実施条件であったこともあり，被災 25 自

治体において区域指定が行われた（松本他（2015））。これらの事例は，区域

設定の際に根拠としている津波が今次津波かシミュレーションか，その津波

による（想定）浸水深はどれだけか，規制を（段階的）ゾーン区分しているか

否かの 3つの観点から 7つのタイプに分類できるとされる（松本他（2015））。

具体的には例えば，防潮堤整備後の危険性を考慮するためシミュレーション

に基づき，木造建物の全壊率が急激に上昇する 2 m以上の浸水が想定され

る区域を災害危険区域に指定し，一律に規制をかけているタイプや，今次津

波の浸水域全域を災害危険区域に指定しているが，規制内容はゾーン区分に

より段階的差異を設けているタイプ，さらには陸前高田市のように今次津波

の浸水域全域を原則として対象としつつも一筆ごとに区域指定を行っている

タイプ等が挙げられる(1)。

　このように，区域設定の際の判断根拠及びその基準，さらには建築制限の

内容やその段階性など，自治体によって指定方法に大きな差が見られること

が分かる。

(1) なお，自治体が浸水想定シミュレーションを行う際の潮位については，東日本
大震災時の潮位を採用している場合と朔望平均潮位を採用している場合の 2通
りが見られる（荒木他（2015））。
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（3）指定後の土地利用の状況

　区域指定後の土地利用の状況は，規制内容と土地に対する需要の大きさに

よって異なっている。

　すなわち，東松島市大曲地区のように区画を整理し道路を整備するための

土地区画整理事業を行ったうえで産業機能の誘致が進められ，実際に一定程

度土地利用が進展している場合もある，また，特に陸前高田市のような一筆

指定の結果としては，低密な市街地が形成されてきている実態が指摘されて

いる（松本他（2015））一方で，その一部は企業・公共団体による利用，農業

利用，農業・漁業作業場としての利用などが行われている実態も明らかにさ

れている（朝原他（2019））。

　しかし，漁村部を中心に集落が移転した土地利用が進展せず，空き地のま

ま放置されている場合も少なからず見られる。このような災害危険区域内に

多く見られる低未利用地（防災集団移転元地）の利活用に関しては，復興事業

後に残された大きな課題の一つとして捉えられており，復興庁も利活用の事

例集を出している他，土地利用促進のためのガイドブックも作成・公表して

いるところである。

3. 災害危険区域指定の都市計画的性質について

（1）問題の所在

　災害危険区域をめぐる一つ目の論点は，その防災計画・都市計画的性質に

ついてである。

　逐条解説によると，А災害危険区域の趣旨が，建築制限等を地方的事情に

即応させることとするものであるので，区域の指定，区域内の必要な建築制

限等については，すべて地方公共団体の条例に委任しているБとされてい

る。これは，前述の通り，А自治体が身近な共同体として同区域を指定し，

指定による被害軽減や指定しないことによる被害増大の利益・不利益のも
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と，地域特性に応じた柔軟な指定が期待されたБ（児玉他（2013））ことによ

る。

　そもそも法制定時点においては，津波や河川氾濫に関するシミュレーショ

ンをはじめとしたハザードの予測技術が十分ではなかったため，ハザードに

関する情報を全国一律で示すことが困難であった。そのため，ハザードの捉

え方も含めてА地方的事情に即応Бした，А地域特性に応じた柔軟な指定Б

が求められたところである。

　一方，近年はその予測技術が進歩し，一定の統一的な基準に基づきハザー

ド情報を示すことが可能になってきている。津波や河川氾濫における，いわ

ゆる L1 や L2 と呼ばれるものがそれである。

　そのような中で，どこまでがА地方的事情Бに基づく区域設定として認め

られるのかが論点となる。その際には，区域指定に関する以下の二つの機能

が考えられる。

（2）同一リスクレベル達成のための代替的・補完的手段としての区域指定

　第一には，同じハザードレベルに対応するための代替的または補完的手段

としての指定である。同じハザードレベルに対応しようとする際に，防御施

設の建設が費用対効果の観点から適切である地域がある一方で，それが，ま

たはそれのみでは適切ではない地域については代替的または補完的な対応手

段が求められる場合がある。その際に取りうる手段の一つが，土地利用的観

点からリスクレベルをコントロールするための災害危険区域指定である。

　具体的には例えば，L1 洪水に対する暴露量と脆弱性（＝被害ポテンシャル）

の大きな中心市街地であれば堤防を建設し洪水を防御することが費用対効果

の観点から適切である一方で，それが小さい農地が広がる区域については

L1 洪水レベルの堤防を建設しても費用対効果が高くないため，そもそも堤

防を建設しない場合には代替的に，それでも L1 未満のレベルの堤防は建設
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するという場合には補完的に，災害危険区域を指定することによって，当該

区域内の被害ポテンシャルが小さい状況を維持することでリスクレベルを上

げない，ということである。

　防災対策にはさまざまな方策があるが，暴露量と脆弱性をコントロールす

る土地利用コントロールも一つの有力な方策である。したがって，災害危険

区域という土地利用コントロール手法を防災対策の一つとして用いること

は，効果的な防災対策の実施において重要な意味を持つ。

　このような指定は現行法が正面から想定する方法であると言え（逐条解説

参照），災害危険区域指定にこのような機能が存することについては争いの

ないところであろう。

　東日本大震災後の復興過程においては，防潮堤は基本的には概ね百年に一

度の頻度で発生する津波（L1津波）に対応した高さで整備された。一方，災

害危険区域は今次津波のような概ね数百年に一度の頻度で発生する津波（L2

津波）に対応するためのА補完的手段Бとして用いられている。しかし，L1

津波への対応手法として，防潮堤を建設するか災害危険区域を指定するかと

いうА代替的手段Бとしての活用は，ほとんど見られない。本来的には，人

口減少が進む地方都市においては特に，費用対効果を勘案するとこのような

代替的手段としての活用も積極的に模索されるべきであろう。

（3）異なるリスクレベルを受容する区域指定

　もう一つは，場所によって異なる土地利用ポテンシャルに対応して，それ

に応じて異なるハザードレベルを受容する（それによりベネフィットを享受す

る）手段としての指定である。

　具体的には例えば，都市的土地利用により高い経済的利益が生み出される

中心市街地については，そこで得られる利益との比較衡量から危険区域を指

定せず，または規制内容をА制限Бにとどめることで比較的高い被害ポテン
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シャルを受容する一方で，それが低い農村部については，災害危険区域の指

定を通じて住宅建築等をА禁止Бすることにより低い被害ポテンシャルを維

持する，ということである。

　第一の指定方法が同じハザードレベルを達成するための手段の一つとし

て，特にコストの比較から危険区域指定を行うものである一方，この第二の

指定方法は場所によって異なるハザードレベルを受容しつつ，得られるベネ

フィットとの比較から危険区域指定を行う点で異なる。後者は，А恵み豊か

なところは災いもまた多いБということを正面から受け止める指定方法であ

る。

　では，このように場所によって受容するハザードのレベルに差異を設ける

ような区域指定は認められるのだろうか。ハザードという客観的に（一定程

度）同定可能なものを区域指定の基準としている中で，同一基準に基づいた

指定を行わないことが地域間の公平性を損ねる可能性があるため，問題とな

る。

　この点，形式的には，法は自治体ごとに区域指定に関する判断を委ねてい

ることから，自治体間で差異が生じることは明白であり，それは法も容認し

ているところである。これはすなわち，地域間・地区間で判断に差が生じる

ことを認めているものであり，それを自治体域内と外で区別することの意義

は薄い。

　また実質的にも，そもそも土地利用（の許容範囲）は，さまざまな観点か

らの利害を総合的に衡量することによって決定されるものである。単に災害

リスクの観点，経済性の観点，自然保護の観点等，さまざまな観点からの土

地利用的要請を重ね合わせるだけでは，土地利用は決まらない。それらを相

互に総合的に調整することによってはじめて決まっていくのである。その際

の調整基準は，地域の社会的価値基準である。災害危険区域指定も，単純な

ハザード情報を示すもの（ハザードマップがこれに該当する）ではなく，それ
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を都市計画的に調整した結果として出される，防災的観点からの土地利用コ

ントロールツールである。このように，災害危険区域指定は，都市計画的な

比較衡量・総合的調整の結果として行われるものであり，その総合的調整項

目の中には当然，土地利用により得られる利益（指定により失われる得べかり

し利益＝逸失利益）が含まれる。したがって，その結果として土地利用による

利益の大小により区域指定に差異が生じることは，十分にありうる。

　以上の点から，リスクレベルに差異を設けるような区域指定も認められる

と考えるべきである。

4. 災害危険区域指定の変更について

（1）問題の所在

　では，災害危険区域を指定した後に，その区域や規制内容の変更は認めら

れるのだろうか。

　見直しの必要性については，増田（2014）も指摘しているところであり，

条例によっては直接的に見直しについて定めているところもある(2)。

　では，どのような場合に見直しが認められるのだろうか。

（2）ハザードレベルに関する前提条件の変更に伴う見直し

　第一に考えられるのが，区域指定の後，その指定の根拠となったハザード

レベルに関する前提条件に変更があった場合である。例えば，洪水や津波等

による被災後の街の復興過程において，防御施設の建設計画を前提に区域設

定を行ったものの，最終的にはその計画が実現しなかったため，当初想定し

(2) 例えば山元町津波防災区域に関する条例第 6条では，А第 2条の津波防災区域
の指定及び第 3条の建築物の禁止又は制限に関する事項については，災害防止
上必要な施設の整備の状況に応じ，その効果について検討を加え，必要である
場合は見直しを行うものとする。Бと定めている。
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ていたハザードレベルから地域を守るためには設定区域を広げる必要性が生

じた場合がありうる。または逆に，防御施設の計画の決定前に（被災前の小

規模施設を基準に）区域指定を行ったものの，大規模な防御施設の計画が決

定・実現し当初想定ハザードレベルから地域を守るための手段として区域設

定が過大になった場合もありうる。

　これらについては，区域指定の前提となった条件との齟齬が明確に認めら

れることから，区域変更も認められることについては，争いはないだろう

（大島（2021））。

（3）都市計画的状況及び価値基準の変更に伴う見直し

　第二に考えられるのが，当初は総合的衡量の結果として災害危険区域に指

定すべきであるとされていたものが，その根拠となっていた都市計画的状況

や，社会的価値判断基準に変化が生じた場合である。例えば，災害危険区域

内の禁止用途以外の土地利用の進展に伴い逸失利益が従前と比較して増大し

てきた場合や，被災直後に L2 洪水リスクを災害危険区域指定で対応すべき

А危険Бと判断していたものの，時間の経過とともに L1 リスクまでをА危

険Бと判断するようになった場合が考えられる。

　前述のような，災害危険区域指定を都市計画的観点からの総合的衡量の結

果として行うという観点からは，その結果に影響を与える衡量の要素や基準

に変化がある場合にも，区域や規制内容についての変更が認められると解釈

すべきであろう。なお，その場合にも単に区域解除等を行うだけではなく，

代替的に避難施設の整備を行うなど，対応するハザードのレベルを可能な限

り落とさない努力は求められる。

　ここで一つ問題となるのが，防災集団移転促進事業との関係性である。と

いうのは，防災集団移転促進事業においては，移転対象となる区域が移転促

進区域として指定される。その際，А住居の集団的移転が行われた後に，再
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び津波等の災害に対して脆弱な構造の住宅が建設されることがないよう，移

転跡地を建築基準法第 39 条第 1項に基づく災害危険区域に指定し，条例に

よる建築制限を行うことが，移転促進区域内の宅地等の買取に対する国庫補

助の要件Бとなっている。

　そのため，災害危険区域及び移転促進区域に指定して公費を投入して住宅

用途等を移転させたにも関わらず，再度住宅建設等が行われるとなると，投

入した公費が無駄だったのではないか，という疑問が生じてくるからであ

る。

　この点，確かに公費を使ってリスクレベルを下げたにもかかわらず，再び

高めることは使った公費を無駄にすることであり，可能な限り避けることが

望ましい。

　しかし，一度使われた公費は回収できないことを考えると，これは経済学

的にはАサンクコストБにあたり，それを考慮してА禁止Бを継続すること

は損失につながる可能性がある。むしろ判断は，将来的なリスクとベネフィ

ットとの間の比較衡量によるべきであり，前者が上回る場合は禁止を継続

し，後者が上回る場合には禁止を撤回すべきであろう。

　また，実態としては，今次浸水区域を基準に防集事業の移転促進区域に指

定したにもかかわらず，新しい防潮堤が整備されるとシミュレーション上は

L2 津波も来ない区域について，地下室の建築を禁止するという地方小都市

においては実質的にはほとんど意味のない内容の規制を設けている条例も見

られる(3)。

　したがって，移転促進区域に指定された区域についても災害危険区域から

の除外が指定後に認められると考える。

　もちろん，最も望ましいのは移転促進区域と災害危険区域との間に齟齬が

(3) 例えば大船渡市津波防災のための建築制限等に関する条例施行規則第 3条第 3
号。
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生じないよう，これらの検討が一度に行われることであり，その結果として

の総合的全体的計画が策定されることである。都市計画的には，このような

プロセスを追求していく必要がある。

　なお，このような問題は，移転事業の対象ではない住宅以外の用途に関す

る規定変更においては生じない点には注意が必要である。それらの用途につ

いては公費の直接的な投入対象となっていないことから，そもそもこのよう

な議論なく必要に応じて変更が認められると解釈すべきであろう。

　また，このような見直し過程においては，同時に都市計画的観点からのコ

ントロールが加えられることを妨げるものではない。すなわち，防災の観点

からは土地利用コントロールを加える必要がなくなり，または不適当にな

り，災害危険区域指定が解除されたとしても，そこに再度街が形成されるこ

とが都市計画的に望ましくない場合には，別途コンパクトなまちづくりの観

点からの土地利用コントロールを加えることは十分にありうる話である。具

体的には例えば，非線引き都市計画区域の用途地域外において，特定用途制

限地域指定を行い，市街化調整区域並みの開発規制をかけることが考えられ

る。

5. ┴禁止Б用途の範囲について

　次に，区域内で建築のА禁止Бが認められるのはА住居の用に供する建築

物Бであり，その他の建築物についてはА制限Бとされている。この点，逐

条解説においては，А建築制限に関しては，所有権等の行使の重大な制限と

なるので建築物の安全の確保できる最低限のものでなければならない。した

がって，技術的に対処することが困難な区域については，住居の用に供する

建築物の建築の禁止が認められるが，他の用に供するものについては，建築

の禁止は行い得ない。Бとされている。

　この点，東日本大震災後の被災自治体においては，住宅用途以外について

災害危険区域指定に関する都市計画的観点からの一考察
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も建築を禁止している条例が制定されている。その規定の仕方は，以下の 3

種類に分けられる。

　第一には，単に建築物の種類を列挙しているタイプである。具体的には，

А住宅，共同住宅・・・БА児童福祉施設Бと列挙することで，А住居の用に

供するБという文言を用いることなく建築を禁止している。ここではА住居

の用に供するБに児童福祉施設等が該当するか否かが問題となる。気仙沼市

や東松島市などがこれに該当する。

　第二には，特に住居系については利用の種類について規定しているタイプ

である。具体的には，А居住の用に供する建築物БА児童福祉施設Бという形

で列挙することでА住居の用に供するБという言葉を用いることなく建築を

禁止している。ここではА住居の用に供するБとА居住の用に供するБА児

童福祉施設Бとの関係性が問題となる。南三陸町がこれに該当する。

　第三には，А住居の用に供するБの内容を具体的に規定しているタイプで

ある。例えば，相馬市災害危険区域に関する条例施行規則第 3条において

は，А住居の用に供する建築物とは，専用住宅，共同住宅及び併用住宅並び

に特別養護老人ホーム，病院，旅館，ホテル等宿泊を伴う建築物をいう。Б

として，А住居の用Бに単に住宅のみならず病院，旅館等も含めている(4)。

　都市計画的観点からは，脆弱性に応じた用途規制が求められる。特に居住

者・利用者の迅速な避難が困難な施設，具体的には福祉施設や病院及び入院

施設を有する診療所等については，住宅よりも禁止を含めた規制の必要性は

高いと言えよう。したがって，これらの建築を禁止することを条例で規定す

ることが可能になる必要がある。

　そこで問題となるのが，А住居の用に供するБとА居住の用に供するБの

(4) なお，実は最も緩く規定しているのは国土交通省の防災集団移転促進事業に関
するパンフレットであろう。そこでは建築制限の例としてА漁業関係施設及び
水産加工施設に限り建築可能Бという規定を挙げている。
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差異やА住居の用に供するБに継続して生活の本拠としていない建築物が含

まれるか否か(5)等についてである。これらについては，法律問題として（立

法措置も含めて）解かれるべき課題である(6)。
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